
 

港区ブロック塀除却・設置工事等支援事業実施要綱 

平成３０年１１月１日 

３０港街建第１５６２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊を回避するため、港区内にある

耐震性の低いブロック塀等に対し必要な支援を行うことにより、区民の生命及び財産を保護

するとともに、災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀

その他これらに類する塀で、地震発生時において、倒壊により人の生命、身体又は財産に危

険を及ぼすおそれがあるものをいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）で使用する用語の例

による。 

（支援の内容） 

第２条の２ この要綱による支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）ブロック塀等の除却・設置に係る工事費用の助成（次に掲げる工事を行うために要する

費用に対する助成をいう。） 

  ア 既存ブロック塀等除却工事 

  イ 新規塀（アの除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法令に

適合するものをいう。以下同じ。）の設置工事 

（２）ブロック塀等の耐震調査等に係るアドバイザーの派遣（次に掲げる業務を行うため、一

級建築士の資格を有し、ブロック塀等の耐震化に関する豊富な経験を有する者を派遣する

ことをいう。以下「ブロック塀等耐震アドバイザー派遣」という。） 

  ア 既存ブロック塀等の耐震化の必要性を判定するための調査 

  イ 既存ブロック塀等の安全化に向けた技術的な相談 

（ブロック塀等除却・設置の助成対象工事） 

第３条 助成金の交付の対象となる工事（以下「助成対象工事」という。）は、次の各号に掲

げる工事とする。 

（１）次に掲げる要件を満たすブロック塀等の除却工事 

 ア 区の区域内に存すること。 

イ 道路（一般の交通の用に供する道を含む。以下同じ。）に面していること。 

ウ 前面道路の路面の中心からの高さが１．２メートルを超えること。 

（２）新規塀（前号の除却工事に伴い新たに設ける塀であって、建築基準法その他関連法規に

適合するものをいう。以下同じ。）の設置工事 

２ 前項の規定にかかわらず、建築物（附属するブロック塀等を除く。）の建築及び解体に伴



う工事は、助成対象工事としない。 

３ 助成対象工事に係るブロック塀等（以下「助成対象物」という。）を複数の者が共有する

場合は、共有者の人数にかかわらず、１件の助成対象工事としてこの要綱を適用する。 

４ 助成対象工事は、同一の敷地について１件までとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた工事については、助成の対象とする

ことができる。 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付対象者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）助成対象物が存する土地の全部又は一部の所有権、地上権その他の土地を保全し、又は

適切に管理する権利を有する者（当該土地について複数の者が権利を有する場合にあって

は、当該権利を有する者の全員の同意により管理者として選任された者をいう。）（以下

これらを総称して「権利者」という。）であって、前条に規定する助成対象工事を行うも

の 

（２）助成対象物が建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１条の適用

を受ける建築物に附属する場合にあっては、区分所有者の集会の決議により選任された者

又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 

（３）助成対象物の所有者の承諾を得て、助成対象工事を行う者 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。 

（１）助成対象物について、この要綱に基づく助成と同様の他の助成を受ける又は受けている

とき。 

（２）国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体であるとき。 

（３）宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第３号に規定する宅地建物取引

業者である法人又は不動産賃貸業等を営む法人であるとき。 

（４）助成対象者が法人である場合にあっては、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項に規定する中小企業者でないとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、権利者の承諾を得て助成対象工事を行う者であって、区長が

特に必要と認めたものについては、助成対象者とすることができる。 

（助成金額） 

第５条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、

当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（１） ブロック塀等の除却工事 １メートルにつき６，０００円に当該ブロック塀等の

長さを乗じて得た額（当該除却工事に要した費用を上限とする。） 

（２） 新規塀の設置工事（新規塀の設置の長さは、除却したブロック塀等の長さを限度

とする。） １メートルにつき１万円に当該塀等の長さを乗じて得た額又は当該設置工

事に要した費用の２分の１以下の額のうち少ない方の額（上限は２０万円とする。） 



２ 前項に規定する工事に要した費用には、消費税相当額を含まないものとする。 

（事前協議） 

第６条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、工事着手前に港区ブロック塀等

除却・設置工事助成に関する事前協議申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添え

て、区長に申請しなければならない。 

（１）助成対象工事に係る土地の登記簿謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の写し 

（２）助成対象物を複数の者が共有する場合にあっては、当該助成対象物を共有する全員の同

意により管理者として選任された者であることを証する書類及び除却・設置工事の施工に

関する同意書の写し 

（３）助成対象物が建物の区分所有等に関する法律第１条の適用を受ける建築物に附属する場

合にあっては、区分所有者の集会の決議により又は持分の合計が過半となる共有者の承諾

により管理者として選任された者であることを証明する書類の写し 

（４）助成対象物が建物の区分所有等に関する法律第１条の適用を受ける建築物に附属する場

合にあっては、区分所有者の集会の決議により又は持分の合計が過半となる共有者の承諾

により除却・設置工事が施工されることを証する書類の写し 

（５）個人（第４条第１項第２号に該当する者を除く。）にあっては、世帯全員分の住民票等

世帯の居住状況が確認できる書類の写し 

（６）法人にあっては、法人の登記事項証明書の写し及び常時使用する従業員の数を確認でき

る資料 

（７）ブロック塀等の除却工事にあっては、計画図（案内図、配置図、立面図、断面図、構造

図等） 

（８）新規塀の設置工事にあっては、設計図書（案内図、配置図、立面図、断面図、構造図等）

及び建築基準法による確認済証の写し又は建築基準法に適合していることを証する資料 

（９）工事見積書の写し（内訳書を含む。） 

（１０）助成対象物の現況写真 

（１１）その他区長が必要と認める資料 

（事前協議に対する回答） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査のほか、

必要に応じて現地調査等を行い、助成の対象の適否を確認し、港区ブロック塀等除却・設置

工事助成に関する事前協議回答書（第２号様式）により申請者に回答するものとする。 

２ 区長は、事前協議に当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。 

（工事着手等） 

第８条 前条第１項の事前協議回答書により、適合している旨の回答を受けた申請者（以下

「事前協議者」という。）は、工事の着手前に、港区工事着手届（第３号様式）に工事契約

書の写し（内訳書を含む。）を添えて、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、工事中における現場検査を行い、事前協議者から工



事に関する報告を求めることができる。 

（助成対象工事の変更） 

第９条 事前協議者は、事前協議の内容を変更しようとするときは、速やかに港区ブロック塀

等除却・設置工事助成に関する事前協議変更申請書（第４号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微なものについて

は、この限りでない。 

（１）第６条の規定により提出した書類のうち、当該変更に係るもの 

（２）その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、前項の変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、港区ブロック塀等除却・

設置工事助成に関する事前協議変更回答書（第５号様式）により変更協議を行った者に回答

するものとする。 

（工事の取りやめ） 

第１０条 事前協議者は、工事の完了前に当該工事を取りやめようとするとき又は助成金の交

付を辞退しようとするときは、港区ブロック塀等除却・設置工事取りやめ届（第６号様式）

を区長に提出しなければならない。 

（完了報告及び助成金交付申請） 

第１１条 事前協議者（事前協議変更回答書により、適合している旨の回答を受けた申請者を

含む。）は、助成対象工事が完了したときは、港区工事完了報告書（第７号様式）及び港区

ブロック塀等除却・設置工事助成金交付申請書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて、

区長に報告し、及び申請しなければならない。 

（１）当該工事に要した経費を証する書類の写し（施工者が発行した領収書等で、内訳が記載

されたものに限る。） 

（２）竣工図面（計画図から変更がある場合に限る。） 

（３）工事施工写真 

（４）建築基準法による検査済証の写し 

（５）その他区長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定） 

第１２条 区長は、前条の規定による報告及び申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めるときは、助成金の交付及び助成金額を決定し、港区ブロック塀等除却・設

置工事助成金交付決定通知書（第９号様式）により事前協議者に通知するものとする。 

（助成金の交付請求） 

第１３条 前条の規定による決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、港区ブロッ

ク塀等除却・設置工事助成金交付請求書（第１０号様式）により、区長に助成金の交付を請

求するものとする。 

（助成金の交付） 

第１４条 区長は、前条の規定による交付請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認



めるときは、助成決定者に助成金を交付するものとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１５条 事前協議者又は助成決定者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはな

らない。 

（助成金交付決定の取消し） 

第１６条 区長は、事前協議者又は助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）交付の決定の内容又はこれに付した条件と異なるとき。 

（４）この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。 

（５）工事上の重大な瑕疵
か し

が判明したとき。 

（６）予定の期間内に工事に着手せず、又は工事が完了しないとき。 

（７）助成金の交付が暴力団（港区暴力団排除条例（平成２６年度港区条例第１号）第２条第

１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する

と認められるとき。 

（８）その他区長が必要と認めるとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区ブロック塀等除

却・設置工事事前協議・助成金交付決定取消通知書（第１１号様式）により、助成決定者に

通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１７条 区長は、前条第１項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に当該交

付決定に係る助成金が交付されているときは、港区ブロック塀等除却・設置工事助成金返還

通知書（第１２号様式）により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象物） 

第１８条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象となるブロック塀等（以下「派遣対象物」

という。）は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）区の区域内に存すること。 

（２）道路に面していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるブロック塀等は、ブロック塀等耐震ア

ドバイザー派遣の対象とすることができる。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象者） 

第１９条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の対象者（以下「派遣対象者」という。）は、

次のいずれかに該当する者とする。 

（１）派遣対象物が存する土地の権利者 

（２）派遣対象物が建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１条の適用



を受ける建築物に附属する場合にあっては、区分所有者の集会の決議により選任された者

又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、派遣対象者としない。 

（１）派遣対象者が法人である場合にあっては、中小企業の事業活動の機会の確保のための大

企業者の事業活動の調整に関する法律（昭和５２年法律第７４号）第２条第２項各号のい

ずれかに該当するとき。 

（２）第４条第２項各号（第４号を除く。）のいずれかに該当するとき。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用回数） 

第２０条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用回数は、同一の建築物につき３回を限度

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、同項に規定する利用回数を超

えてブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用することができる。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の費用負担） 

第２１条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣に要する費用は、区が負担する。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の申請） 

第２２条 派遣対象者は、ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しようとするときは、

港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣申請書（第１３号様式）に次の各号に掲げる書類

を添えて、区長に申請しなければならない。 

（１）個人にあっては、派遣対象物の所有者であることが確認できる固定資産納税通知書 

や登記事項証明書等の写し 

（２）法人にあっては、法人の登記事項証明書等の写し及び常時使用する従業員の数を確 

認できる資料 

（３）派遣対象物の写真 

（４）その他区長が必要と認める資料 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の決定及び通知） 

第２３条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行

い、派遣することを決定したときは港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣決定通知書（第

１４号様式）により、派遣しないことを決定したときは港区ブロック塀等耐震アドバイザー

派遣不承認通知書（第１５号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第２４条 前条の規定によりブロック塀等耐震アドバイザー派遣の決定の通知を受けた者（以

下「派遣決定者」という。）は、第２２条の規定による申請の内容を変更しようとするとき

は、速やかに港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣申請内容変更届（第１６号様式）によ

り区長に届け出なければならない。ただし軽微な内容の変更については、この限りでない。 

（利用の取りやめ） 

第２５条 派遣決定者は、事情によりブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用を取りやめる



ときは、速やかに港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届（第１７号様式）

により区長に届け出なければならない。 

２ 区長は、前項の港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届を受理し、派遣の

決定を取り消したときは、港区ブロック塀等アドバイザー派遣決定取消通知書（第１８号様

式）により、派遣決定者に通知するものとする。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の決定の取消し） 

第２６条 区長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の決定を取り消

すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により派遣の決定がされたとき。 

（２）この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。 

（３）ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営

に資すると認められるとき。 

（４）その他区長が必要と認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、港区ブロック塀等耐震アドバ

イザー派遣決定取消通知書により、派遣決定者に通知するものとする。 

（委託による実施） 

第２７条 ブロック塀等耐震アドバイザー派遣に係る業務は、区が予算の範囲内において、委

託により実施する。 

（完了報告） 

第２８条 前条の規定により、区からブロック塀等耐震アドバイザー派遣に係る業務を委託さ

れた者は、派遣されるごとに港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣業務完了報告書（第１

９号様式）を区長に提出するとともに、派遣決定者に報告しなければならない。 

（ブロック塀等耐震アドバイザー派遣の結果に基づく派遣対象物の除却・設置に係る工事費用

の助成） 

第２９条 前条の規定によるブロック塀等耐震アドバイザー派遣の報告の結果、派遣対象物に

ついて倒壊の危険性があると判断された場合は、第３条第１項及び第４条の規定にかかわら

ず、当該派遣対象物をブロック塀等の除却・設置に係る工事費用の助成の対象として第５条

から第１７条までの規定を適用する。 

（指導及び助言） 

第３０条 区長は、ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した者に対し、この要綱の施行

のために必要な限度において、指導及び助言を行うことができる。 

（維持管理） 

第３１条 この要綱に基づき助成金の交付を受けた者は、工事完了後の塀等を良好な状態を保

持するため、適切な維持管理に努めなければならない。 

（調査） 

第３２条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けた者に対し、必要な調査を行い、又は



資料の提出を求めることができる。 

（その他） 

第３３条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則

（昭和４８年港区規則第４号）の定めるところにより、その他必要な事項は、街づくり支援

部長が別に定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 

（令和７年３月３１日までの間における助成金額の特例） 

２ 令和４年１１月１日から令和７年３月３１日までの間における第２９条の規定による派

遣対象物への助成においては、第５条第１項第１号中「１メートルにつき６，０００円に当

該ブロック塀等の長さを乗じて得た額（当該除却工事に要した費用を上限とする。）」とある

のは「工事に要した費用の全額（１５０万円を上限とする。）」と、同項第２号中「１メート

ルにつき１万円に当該塀等の長さを乗じて得た額又は当該設置工事に係る費用の２分の１

以下の額のうち少ない方の額（上限は２０万円とする。）」とあるのは「工事に要した費用の

３分の２の額（１００万円を上限とする。）」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、令和７年３月３１日までに第１１条の規定による報告及び申請を行うもの

に限り適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の港区ブロック塀除却・設置工事等支援事業実施要綱の規定は、こ

の要綱の施行の日以後に行う申請について適用し、同日前に行った申請については、なお従

前の例による。 

 


